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開会 午後１時２５分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（渡 政 君） ただいまから、平成２４年第１回別海町議会臨時会を開会いたし

ます。

ただいま出席している議員は、１８名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（渡 政 君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において指名いたします。

９番瀧川議員、１０番山田議員、１１番丹羽議員、以上３名を指名いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 会期決定の件

○議長（渡 政 君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。

お諮りします。

この臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日１日と決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第３ 町長あいさつ及び提出案件の概要説明

○議長（渡 政 君） 日程第３ 町長からあいさつ及び提出案件の概要について説明が

あります。

町長。

○町長（水沼 猛君） 大変寒い日が続いているところでございますが、本日、平成２４

年第１回の臨時会を招集をさせていただきました。議員各位には何かとお忙しいところで

ございますが、御参集を賜りましてまことにありがとうございます。

さて、ことしの冬の各種イベントにつきましては、それぞれ好天に恵まれまして、議員

の皆様方の参加もいただきながら、おおむね盛況のうちに終了したところでございます。

これから春に向けまして、その準備に追われることになりますが、ここで本年度の除雪

の状況と今後の対応について、若干お話をさせていただきたいと思います。

昨年暮れからの除雪の状況につきましては、日本海側のような豪雪に見舞われてはおり

ませんが、本町におきましても例年になく本格的な雪が早くから降り始めまして、１２月

に１１回、今年１月に２１回、２月に入ってからは１０日現在で８回、計４０回の除雪車

の出動がありました。この除雪経費につきましては約８,２８５万円となっておりまし

て、１億円の除雪予算の残額については、現在約１,７１５万円となっております。

なお、過去６年間の２月から３月の除雪費は、平均で約４,８００万円であり、その差

額、３,０００万円程度の追加補正を考えておりますので、御理解を賜りますようよろし

くお願いを申し上げます。
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次に、本臨時会に提出させていただきました議案の概要について御説明を申し上げま

す。

このたび提出させていただきました議案につきましては、全部で３件でございます。

議案第１号は、平成２３年度一般会計補正予算でございます。補正の主なものにつきま

しては、ただいま申し上げた除雪経費でございます。これからあと１カ月半の除雪に対応

するための予算の補正をお願いするものでございまして、財源としては、財政調整基金か

らの繰り入れにより対応いたしたいとするものでございます。

議案第２号につきましては、工事請負契約の締結についてでございます。本件につきま

しては、去る２月９日、先週の木曜日に入札を行いました西春別１７号線改良舗装工事の

予定価格が５,０００万円を超えるため、議会の議決を求めるものでございます。

議案第３号は、和解及び損害賠償額の決定議案でございます。昨年１０月、町営育成牧

場において預託牛１頭の死亡事故が発生しておりまして、本件に係る和解と損害賠償の額

について決定いたしたく議会の議決を求めるものでございます。

以上、３件の案件を提出させていただきましたが、本臨時会におきまして御決定を賜り

ますようお願いを申し上げまして、議案の概要説明といたします。

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○議長（渡 政 君） ここで、お諮りします。

本臨時会に提出されております日程第４ 議案第１号から日程第６ 議案第３号までの

３件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略いたした

いと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第４ 議案第１号から日程第６ 議案第３号までの３件については、

委員会の付託は省略することに決定いたしました。

──────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第１号

○議長（渡 政 君） 日程第４ 議案第１号平成２３年度別海町一般会計補正予算を議

題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長

○財政課長（竹中 仁君） 議案第１号の内容について御説明を申し上げます。

別冊の平成２３年度別海町一般会計補正予算書１ページをお開き願います。

平成２３年度別海町一般会計補正予算（第４号）

平成２３年度別海町一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算の補正。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,０５０万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１４８億４,４８０万円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

２ページをお開き願います。

２ページは、第１表、歳入歳出予算補正です。

補正額の欄で申し上げます。
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まず、歳入で、１８款繰入金、１項で３,０５０万円の増。歳入合計で３,０５０万円を

増額し、歳入予算の総額を１４８億４,４８０万円とするものです。

次に歳出で、２款総務費、１項で５０万円の増。８款土木費、２項で３,０００万円の

増。

以上、歳出合計で３,０５０万円を増額、歳出予算の総額を１４８億４,４８０万円とす

るものでございます。

次に、歳入歳出予算補正事項別明細書ですが、１の総括については省略をさせていただ

き、歳入から御説明をいたします。５ページをお開き願います。

２、歳入。こちらも補正額の欄で申し上げます。

１８款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金、３,０５０万円の増。今回予算補正によ

る歳入不足額を繰り入れするもので、繰り入れ後の財政調整基金の予算上の残高は１６億

２,７７８万７,０００円となります。

７ページをお開きください。７ページ、３、歳出です。

２款総務費、１項１目一般管理費、５２万円の増。町営育成牧場の預託牛死亡事故に係

る賠償金を計上するものです。３目財政管理費２万円の減。

８款土木費、２項２目道路維持費、３,０００万円の増。先ほど町長から内容の説明が

ありましたとおり、除雪経費の残額が１月末現在で２,０００万円を切ったことから、過

年度実績により今後の経費を推計し増額を行うものでございます。

なお、今回の補正では、事業経費に係る補正がございませんので、別冊となっておりま

す予算資料の説明については説明を省略させていただきます。

以上で、議案第１号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、質疑を終わります。

これから、討論に入ります。討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第５ 議案第２号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第５ 議案第２号工事請負契約の締結についてを議題

といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（竹中 仁君） 議案第２号の内容説明をいたします。

議案の２ページをお開き願います。

本案は、工事請負契約の締結に当たり、予定価格が５,０００万円を超えるため、地方
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自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。

最初に、議案本文を朗読いたします。

１、契約の目的、西春別１７号線改良舗装工事。

２、契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。

３、契約金額、８,９０４万円。内消費税及び地方消費税額４２４万円。

４、契約の相手方、野付郡別海町別海常盤町５番地、髙玉建設工業株式会社、代表取締

役社長髙玉政行。

次に、本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明をいたします。

簡易公募の公募期間は、平成２３年１２月２７日から本年１月１３日まで、休日を除く

９日間でございます。

応募者数は４社で、資格審査の結果、すべての応募者が資格ありと認められました。

入札の執行は２月９日、寺井建設株式会社、株式会社別海、島影建設株式会社、髙玉建

設工業株式会社の４社による指名競争入札を行い、１回目の入札で落札をいたしておりま

す。

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は８,５５０万円、最低入札価格は８,４８０

万円で、最低入札者であります本案の髙玉建設工業株式会社と、現在、仮契約中でござい

ます。

なお、工期は本契約の翌日から本年１０月３０日までを予定しております。

工事の内容につきましては、概略を議案資料で御説明いたします。議案資料の１ページ

をお開きください。

工事の場所につきましては、図面中央部、町道西春別６８線から町道西春別茶内線に至

る計画路線中、赤色及び青色で表示した区間となります。

工事概要ですが、赤の実線で示しております施工工事延長９３０メートルが道路改良工

事区間、青の実線で示しております延長１,１２０メートルが舗装工事区間となっており

ます。

車道幅員は４メートルで、次のページ、資料の２ページをお開きいただきますと、上段

着色部が改良工事の土工定規図となります。今回、工事区間はすべて一般盛土区間となり

ますので、着色しております左側の上の図、左側のタイプとなります。

また、資料３ページのほうでは、上段着色部、これが舗装工事の土工定規図となりまし

て、舗装３層の定規となっております。

いずれも資料図の詳細につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。

以上で、議案第２号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、質疑を終わります。

これから、討論に入ります。討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎日程第６ 議案第３号

○議長（渡 政 君） 日程第６ 議案第３号和解及び損害賠償額の決定についてを議題

といたします。

内容について説明を求めます。

農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 議案第３号和解及び損害賠償額の決定についての内容につい

て御説明申し上げます。

議案の直接の説明に入ります前に、少しお時間をいただき、経過について御説明させて

いただきます。

町営畜牛育成牧場に平成２３年６月、１９カ月齢で入牧し、同年１２月に初産分娩の予

定でありました。この当該牛については、被害畜主様との話し合いからも、代々能力のあ

る系統の後継牛として期待も高かったとのことでございます。また、不明確認が早けれ

ば、脱柵して窪地に落ちたとしても数日は生きているだろうし、飼養管理に納得のできな

い点もあるという指摘を受けてございます。

ここで、責任の所在でございますけれども、この行方不明牛について、１０月２０日、

４群一般牧区、これは妊娠牛の牧区でございますけれども、統計で伝染病を疑う採血時で

の頭数チェックで１頭足りないことが発覚し、この４群では８月の中旬に小規模の脱柵を

知りながら、群管理を前提とした体制から全頭数のチェックが結果として行えず、畜主様

からしますと２カ月間もの間、存在を確認されない白骨化した状態で発見されたことは、

当育成牧場の過失責任を負う非を問われることに素直にこたえるべきと考えます。

この原因としては、受精業務や流産牛、治療牛の発生や冬期預託管理に伴い飼料収穫作

業もあり、多忙な時期と重なってはおりますが、小規模の脱柵であったがため、ばら線な

ど隔障物があることから、牛群管理を前提としており大規模な脱柵など異常なとき以外は

全頭チェックを行う体制をしいておりませんでした。その後、回虫駆除や採血検査など防

疫対応以外には全頭数のチェックがなされず、今回の２カ月も存在を確認されない行方不

明牛を出す結果となりました。

今後の対策となりますけれども、改善点の一例ではございますが、一般牧区では毎日の

ような作業の一つとして、パドックへ追い集めた後に流産の兆候やけがの確認などを主と

してこれまでも行ってきましたが、パドックからの解放時確認を３日から７日程度に一

度、群の管理に加えて全頭数チェックを行うこととします。このようなことから、牧場長

には、農政課において原因究明と今後の対策となる課題を提示し、厳重注意を行っており

ます。

賠償でございますけれども、昨年１０月の不明発覚から、被害畜主様とは数回にわたり

当育成牧場側に非を認めての和解へ向けた話し合いを持ち、今月１月中旬に損害賠償額に

ついて内諾を得ました。

なお、損害賠償額の内訳は、個体評価額４８万５,０００円、死亡時直近の市場平均価

格から算出してございます。個体処理費用として、焼却処理費１万２,０００円、獣医師

の指示書、死亡診断書等に使われる２,１０２円、後代検定協力費、乳牛改良事業による

種牛の選抜試験を行う上で必要な協力農家への謝金の意味合いもございまして２万円。
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今般、このことから、地方自治法第９６条第１項の規定により、町営育成牧場での預託

牛行方不明死亡事故の和解及び損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求める

ものでございます。

それでは、議案書の朗読をもって説明にかえさせていただきます。

和解及び損害賠償額の決定について。

平成２３年１０月２０日に別海町中西別４４番１１の町営畜牛育成牧場内において確認

された預託牛の行方不明死亡事故に伴う損害賠償に関し、次の当事者間において、次の和

解条件のとおり和解を成立させ、損害賠償額を決定する。

１項、当事者。

甲、別海町個人。乙、別海町長水沼猛。

２項、和解条件。

第１号、甲は、本件事故により、乳用牛損害料及びその他費用合計で金５１万９,１０

２円の損害を被った。

第２号、乙は、上記損害額について甲に対し賠償する義務があることを認め、金５１万

９,１０２円を和解成立後２週間以内に甲の指定する方法で支払う。

第３号、以上のほか、本件事故に関し、甲と乙の間には何らの債権債務がないことを確

認する。

以上、議案第３号の説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。質疑に入ります。ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、質疑を終わります。

これから、討論に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 討論を終わります。

これから、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。

──────────────────────────────────

◎閉会宣告

○議長（渡 政 君） 以上をもって、本臨時会に付議された案件はすべて終了いたしま

した。

これで会議を閉じます。

平成２４年第１回別海町議会臨時会を閉会いたします。

閉会 午後１時５８分

──────────────────────────────────

◎町長あいさつ

○議長（渡 政 君） 町長あいさつ。

○町長（水沼 猛君） 本年第１回の臨時会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申

し上げます。
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まず、本臨時会におきまして提案させていただきました議案３件の御決定を賜りまし

た。厚く御礼を申し上げます。

なお、このたび追加をいただきました除雪費の予算が３月末までにさらに不足が生じる

場合におきましては、予備費の充当、あるいは予算の専決処分により対応させていただき

たいと思いますので、御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

ここで何点か御報告を申し上げます。

まず１点目は、今年の矢臼別演習場での訓練についてでございます。

既に報道等で御承知のことと思いますが、今月２月２８日から３月１２日までの２週

間、矢臼別演習場で日米共同訓練があるとの発表がございました。訓練実施部隊は、日本

側では帯広にある陸上自衛隊第５旅団、第４普通科連隊の１個中隊機関。米軍側につきま

しては、米海兵隊第３海兵兵たん群、第３７戦闘兵たん連隊の１個中隊機関とのことであ

りますが、人員についてはそれぞれ２００名で、自衛隊、海兵隊合わせて４００名程度、

主要装備につきましては、小銃、機関銃、迫撃砲、９０式戦車、対戦車ロケットなどを使

用するとの連絡を受けておりまして、町のホームページでもお知らせをしたところでござ

います。

また、平成２４年度の沖縄県道１０４号線越え実弾射撃訓練の分散実施についての発表

もございました。

平成２４年度の訓練の実施については、第１回目を矢臼別演習場で６月上旬から７月上

旬まで、第２回目を東富士演習場で９月上旬から１０月上旬まで、第３回目を北富士演習

場で１１月上旬から１２月上旬まで、第４回目を王城寺原演習場で来年２月上旬から３月

上旬の間で予定をいたしているとのことでございます。

なお、訓練に係る具体的な日程等については、今後、日米間において調整を行い決定さ

れるということでございまして、通知があり次第、改めてお知らせをいたしますので御理

解をいただきたいと思います。

次に、中標津空港発着の機材の大型化についてでございます。

全日空空輸株式会社から、平成２４年度の空港輸送計画が発表されまして、現在運行し

ている新千歳便３往復のうち、３月２５日から１０月２７日までの間、１便と３便の往復

は、ボンバルディアＱ４００の７４人乗りで変わりはございませんが、２便がボーイング

７３７－７００の１２０人乗りに変更されるというものでございます。また、羽田便につ

きましても、７月１日から１０月２７日までの間となりますが、現在のボーイング７３７

－８００、これは１６７人乗りでございますが、これからボーイング７６７－３００、２

７０人乗りに変更されるということでございまして、地元といたしましては歓迎すべき内

容となりましたことを御報告申し上げたいと思いますし、また、機材の大型化によりまし

て地域の活性化にもつながることを期待いたしているところでございます。

３点目につきましては、根室海区漁業調整委員会委員の補欠選挙に係る経費の予備費充

当についてでございます。

あす２月１４日でございますが、この日に告示となりまして、２月２３日投票予定の根

室海区漁業調整委員会委員の補欠選挙の準備経費につきましては、北海道選挙管理委員会

からの補欠選挙の決定通知が本年１月１７日にございましたので、準備経費として２１万

円程度を予備費からの充当により対応しておりますので、御報告を申し上げます。

なお、選挙になる場合には、この執行経費、多くても約２００万円程度となると思いま

すが、これにつきましても改めて予備費充当により対応をしたいと考えておりますので、
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御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

平成２３年度も残すところあと５０日を切ったところであります。間もなく年度末を迎

えることになりますが、３月の定例会につきましては３月８日木曜日の招集を予定してお

ります。議員各位におかれましては、それぞれ何かと御多忙な時期となりますが、御参集

を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会に当たってのあいさつとさせていただきま

す。

本日は大変ありがとうございました。

○議長（渡 政 君） それでは、以上で終わります。大変御苦労さまでございました。
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

平成 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


